
【
表
紙
】
光
厳
院
宸
筆
書
状

重
要
文
化
財

『
中
院
一
品
記
』
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
五
月
十
八
日
条
貼
継
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　『
中
院
一
品
記
』
に
貼
り
継
が
れ
た
光
厳
院
（
一
三
一
三
〜

六
四
、
在
位
一
三
三
一
〜
三
三
）
の
宸
筆
書
状
（
宸
翰
）。
巻
子
装

の
日
記
に
は
、
し
ば
し
ば
関
連
資
料
と
し
て
文
書
な
ど
が
貼
り
継
が

れ
る
。
こ
の
宸
翰
は
、
翌
十
九
日
に
行
わ
れ
る
光
厳
院
の
琵
琶
灌
頂

（
奥
義
の
伝
授
）
へ
の
出
仕
を
中
院
通
冬
に
命
じ
た
も
の
で
、
経
緯

を
記
し
た
十
八
日
条
の
記
事
に
続
け
て
、
光
厳
院
か
ら
通
冬
の
父
通

顕
に
送
ら
れ
た
最
初
の
宸
翰
、
そ
れ
に
対
す
る
通
顕
の
返
状
控
え
、

そ
し
て
こ
の
宸
翰
の
順
で
貼
り
継
が
れ
て
い
る
。
通
冬
の
参
仕
承
諾

の
旨
を
賞
す
る
と
と
も
に
、
通
顕
か
ら
の
疑
問
に
対
し
て
丁
寧
に
応

じ
て
い
る
。
後
鳥
羽
院
・
後
伏
見
院
の
嘉
例
に
よ
り
、
伝
授
の
師
と

な
る
藤
原
孝
重
へ
禄
を
取
る
役
を
通
冬
は
勤
め
、
二
度
に
わ
た
り
宸

翰
で
出
仕
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
家
の
誉
れ
と
し
た
。
琵
琶
灌
頂
の

当
日
の
十
九
日
条
【
三
・
四
月
】
図
版
へ
と
続
く
。

　
　
刻
限
事
、
秉
燭
程
可
参
之
由
、
可
被
仰
候
也
、

明
日
通
冬
卿
参
事
、
被
申
領
状
之
条
、
返
々
神
妙
候
、
今
度
師
匠

可
為
孝
秀〔重
〕（
藤
原
）

朝
臣
候
、
元
久
・
正
和
御
師
匠
皆
公
卿
候
、
今

度
賜
禄
人
可
有
差
別
哉
否
、
此
間
再
往
経
沙
汰
御
之
処
、
被
賞
』

道
之
時
、
不
可
依
其
仁
之
貴
賤
、
已
為
師
匠
之
上
者
勿
論
、
又
他

事
准
據
其
例
繁
多
、
旁
尤
可
被
任
嘉
例
之
間
、
通
冬
卿
参
勤
可
宜

候
也
、
装
束
事
、
正
和
為
束
帯
歟
之
由
、
故（後
伏
見
）

院
御
記
所
見
候
、
其

分
を
可
有
御
用
意
候
、
尚
々
今
度
卒
爾
令
申
之
処
、
領
状
之
条
、

公
平
之
至
、
殊
感
悦
思
給
候
、
巨
細
猶
面
可
申
候
也
、

』

十
九
日
、
天
晴
、
／
今
日

仙
洞
為
比
巴
御
灌
頂
、
仍
酉
刻
許
、

先
着
直
衣
参
持
明
院
殿
、
侍
一
人
〈
康
基
、〉
召
具
之
、〈
但
令
参

会
、〉
俄
於
中
園
殿
可
被
行
、
可
参
彼
御
所
之
旨
、
三
位
局
奉
書
、

於
路
次
令
披
見
了
、
然
而
先
参
仙
洞
申
入
女
房
了
、
卒
爾
被
仰
之

処
、
参
勤
神
妙
之
由
、
被
仰
下
了
、（
後
略
）

〔
参
考
〕『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
五
、
五
四
二
〜
四
六
頁
。

【
一
・
二
月
】
花
園
天
皇
宸
記

応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
十
二
月
六
日
条
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花
園
天
皇
（
一
二
九
七
〜
一
三
四
八
、
在
位
一
三
〇
八
〜
一
八
）

の
日
記
。
宮
内
庁
書
陵
部
に
自
筆
本
が
所
蔵
さ
れ
、
そ
れ
に
貼
り
継

が
れ
て
い
た
、
も
し
く
は
貼
り
継
ぐ
つ
も
り
で
あ
っ
た
記
事
。
冒
頭

の
「
応
長
元
年
／
十
二
月
」
は
異
筆
。
書
陵
部
の
原
本
で
は
「
六
日
、

癸
酉
、
天
晴
、
入
夜
賀
茂
臨
」
と
書
か
れ
た
行
が
半
ば
で
切
断
さ
れ
、

こ
れ
を
差
し
替
え
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
賀
茂
臨
時
祭
御
禊
に
つ

い
て
は
本
史
料
の
後
半
で
記
さ
れ
、
前
半
に
は
、
賢
所
（
内
侍
所
）

へ
参
っ
た
天
皇
に
草そ
う
か
い鞋
を
献
ず
る
蔵
人
に
つ
い
て
、
関
白
の
鷹
司
冬

平
が
弘
安
年
間
（
一
二
七
八
〜
八
八
）
に
定
め
ら
れ
た
法
に
よ
り
裁

断
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
文
中
に
は
重
ね
書
き
の
箇
所
が
散
見
す

る
。
最
末
尾
「
関
東
事
」
と
は
、
十
月
二
十
六
日
の
得
宗
北
条
貞
時

の
死
去
を
指
す
。

「
応
長
元
年
／
十
二
月
」（
異
筆
）

六
日
、
癸
酉
、
天
晴
、
参
賢
所
、
関（鷹
司
冬
平
）

白
《
不
帯
劔
、》
候
御
簾
、

五
位
献
草
鞋
、
即
六
位
蔵
人
可
伝
之
由
称
之
、
蔵
人
直
可
取
之

申〔
由
脱
カ
〕之
、
相
論
之
間
、
関
白
云
、
此
事
互
不
可
確
執
歟
、
其
故
者

節
会
之
時
、
蔵
人
持
靴
候
之
間
、
頭
不
候
之
時
、
五
位
職
事
献
之

常
例
也
、
然
者
六
位
所
申
不
可
然
、
又
強
不
可
直
取
之
由
、
五
位

蔵
人
存
之
条
、
不
可
然
、
所
詮
可
随
時
事
也
、
然
而
弘
安
有
沙
汰

被
定
法
、
其
趣
五
位
蔵
人
一
人
祗
候
之
時
、
六
位
可
伝
之
、〈
是

一
人
祗
候
候
之
者
、
為
取
草
鞋
起
座
者
、
其
時
御
前
無
人
、
不
然

之
故
也
、〉
五
位
職
事
一
両
候
之
時
者
、
直
可
取
也
、
今
夜
職
事

皆
参
、
然
者
直
可
取
歟
之
由
仰
之
、

子
刻
、
臨
時
祭
御
禊
也
、
出
額
間
着
座
、〈
北
面
、〉
次
俊（藤
原
）言朝
臣

献
笏
、
次
御
贖
物
、〈
陪
膳
俊
言
朝
臣
、
役
送
頼（冷
泉
）定、〉
次
献
大
麻
、

次
宮
主
着
座
、
使
着
座
、
舞
人
引
御
馬
、〈
三
疋
、〉
宮
主
御
禊
了

退
出
、
引
出
御
馬
、
撤
御
贖
物
、
次
使
進
寄
取
幣
而
立
、
両
段
』

再
拝
、
了
俊
言
朝
臣
返
給
御
笏
、
次
予
入
内
、
奏
宣
命
、
次
又
出

〈
出
自
南
第
一
間
、〉
着
倚
子
、
次
左
大
将
藤
原
朝
臣
〈
実（洞
院
）泰、〉・

権
大
納
言
藤
原
朝
臣
〈
公（三
条
）茂、〉・
新
中
納
言
同
朝
臣
〈
公（三
条
）秀、〉・

右
衛
門
督
同
朝
臣
〈
公（洞
院
）賢、〉・
右
中
将
同
朝
臣
〈
冬（鷹
司
）教、〉・
参
議

平
朝
臣
〈
惟
輔
、〉・
右
中
将
同
朝
臣
〈
季（小
倉
）雄

、〉
等
着
壁
下
座
、

次
蔵
人
頭
俊
言
朝
臣
伺
気
色
、
召
使
・
舞
人
等
、
使
以
下
着
座
、

次
勧
盃
、〈
一
献
内
蔵
頭
俊
言
朝
臣
、〉
二
献
、〈
左
大
将
、〉
三
献
、

〈
公
茂
卿
、〉
其
儀
如
例
、
事
了
入
内
、
依
関
東
事
、
舞
御
覧

北
陣
等
略
之
、

〔
参
考
〕
村
田
正
志
校
訂
『
史
料
纂
集
　
花
園
天
皇
宸
記
』
一（
続

群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
二
年
）
二
八
・
二
九
頁
。

【
三
・
四
月
】　
中
院
一
品
記

重
要
文
化
財

暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
五
月
十
九
日
条

S0073-13-2

【
表
紙
】
の
解
説
参
照
。
紙
背
文
書
あ
り
。

【
五
・
六
月
】　
師
守
記
断
簡

貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
八
月
九
日
条
　S0073-9

　
十
四
世
紀
中
頃
の
官
吏
・
中
原
師
守
（
生
没
年
不
詳
）
の
日
記
。

師
守
は
、
太
政
官
外
記
局
を
統
括
す
る
局
務
を
輩
出
し
た
中
原
家
に

あ
っ
て
、
大
外
記
の
兄
・
師
茂
を
支
え
て
日
記
を
記
し
た
。
自
筆
本

は
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
。そ
こ
か
ら
脱
落
し
た
一
部
で
、

二
月
・
八
月
に
大
学
寮
（
顛
倒
後
は
太
政
官
）
に
て
孔
子
を
祀
る
儀

式
で
あ
る
釈せ
き
て
ん奠
の
記
事
で
、
人
名
か
ら
年
月
日
が
比
定
さ
れ
る
。
釈

奠
で
は
、
中
国
の
冕べ
ん
ぷ
く服
に
倣
っ
た
礼ら

い
ふ
く服
を
用
い
る
作
法
が
残
り
、
そ

の
着
用
次
第
が
詳
細
で
あ
る
。
儒
教
経
典
に
関
す
る
問
答
を
行
う
講

論
に
て
、明
経
道
学
生
ら
の
問
い
に
応
じ
る
座
主
を
記
主
が
勤
め
た
。

紙
背
は
康
永
三
年（
一
三
四
四
）の
文
殿
廻
文
で
あ
る（
図
版
下
掲
）。

（
前
略
）
初
献
礼
畢
、
予
帰
正
庁
内
東
閑
所
、
脱
初
献
礼
服
、
着
座

主
礼
服
、

先
着
裳
、〈
コ
イ
紫
色
也
、
有
裏
、
紅
梅
、
腰
ヲ
引
廻
シ
テ
右
方
ニ

結
之
、〉
次
着
袍
、〈
赤
色
、
有
裏
白
、〉
次
綾
帯
、〈
但
無
之
、

用
初
献
時
帯
、〉
其
上
引
綬
、〈
組
也
、
如
平
緒
前
ニ
結
垂
之
、〉

次
引
玉
佩
、〈
赤
糸
五
筋
内
、
以
鈴

玉
飾
之
、
頗
寄
右
方
、

令
当
膝
為
有
音
也
、〉次
折
烏
帽
子
之
上
着
礼
冠
、〈
頸
下
結
緒
、〉

次
着
錦
襪
、〈
但
無
之
間
、
用
常
襪
、〉
次
着
栗
皮
、〈
但
近
例

用
常
沓
了
、〉
笏
持
例
笏
、
以
上
大
帷
上
ニ
着
之
、
表
袴
猶
着

之
了
、

此
外
袍
胸
以
糸
閉
付
大
帷
、〈
春
ハ
袙
、〉
又
以
糸
閉
綬
、〈
前

方
垂
タ
ル
ヲ
四
筋
取
重
テ
閉
之
、
如
平
緒
云
々
、
但
今
度
ハ
通

筋
於
金
物
了
、〉

』

初
献
勤
仕
ニ
替
物
ハ
裳
・
袍
・
礼
冠
許
也
、
其
外
色
々
皆
通
用

之
也
、（
後
略
）

〔
参
考
〕『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
二
、
八
二
四
〜
三
六
頁
。

藤
井
貞
文
・
小
林
花
子
校
訂
『
史
料
纂
集

師
守
記
』
五
（
続

群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
二
年
）
一
〇
五
〜
一
六
頁
。

　
十
四
世
紀
中
頃
の
貴
族
・
中
院
通
冬
（
一
三
一
五
〜
六
三
）
の
日
記
『
中な

か
の
い
ん
い
っ
ぽ
ん
き

院
一
品
記
』
は
、
早
く
本
所
編
纂
の
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
に
翻

刻
を
収
録
し
、
そ
の
記
事
は
諸
研
究
に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
筆
原
本
は
保
存
状
態
の
悪
い
ま
ま
本
所
で
所
蔵
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
史
料

学
の
進
展
に
照
ら
し
て
再
検
討
が
必
要
な
段
階
と
な
り
、
二
〇
一
五
年
度
に
本
格
的
な
修
理
を
完
了
し
、
そ
の
際
の
調
査
研
究
を
通
し
て
、
文
化

財
と
し
て
の
価
値
も
再
評
価
さ
れ
、
二
〇
一
七
年
に
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
ち
な
み
、『
中
院
一
品
記
』
と
前
後
す
る
時
期
の
公
家
日
記
自
筆
本
を
所
蔵
史
料
か
ら
ご
紹
介
し
ま
す
。
翻
刻
は
抄
出
の
場
合
も
あ
り

ま
す
が
、
本
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
は
、
翻
刻
を
掲
載
し
た
出
版
物
の
版
面
や
史
料
全
体
の
写
真
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

《
図
版
解
説
》

【
七
・
八
月
】
徳
大
寺
公
清
公
記

観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
三
月
二
十
日
〜
二
十
二
日
条

S0073-3

　
前
内
大
臣
の
徳
大
寺
公
清
（
一
三
一
二
〜
六
〇
）
の
日
記
。
唯
一

残
る
自
筆
本
で
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
に
徳
大
寺
家
は
蔵
書
の

多
く
を
焼
失
す
る
な
か
、
救
出
さ
れ
た
顛
末
が
『
実
隆
公
記
』
に
記

さ
れ
る
。
十
三
歳
の
息
実
時
の
朝
廷
へ
の
本
格
的
な
出
仕
に
関
す
る

記
事
が
続
く
一
巻
で
、
間
空
き
三
行
の
具
注
暦
（
詳
し
く
注
の
あ
る

漢
字
の
暦
）
を
切
っ
て
は
関
連
資
料
を
貼
り
継
ぐ
。
図
版
の
箇
所
は
、

三
月
二
十
二
日
の
内
裏
作
文
会
へ
の
実
時
の
参
仕
に
関
す
る
記
事

で
、
父
が
先
例
を
徴
し
準
備
に
奔
走
し
て
い
る
。
二
十
日
条
で
は
具

注
暦
の
余
白
に
細
字
で
、
当
日
の
二
十
二
日
条
は
用
意
し
た
別
紙
を

貼
り
継
ぎ
、
文
字
も
大
き
く
書
い
て
い
る
。

[

廿
日
、]

霽
、
実
時
詩
大
概
作
之
、
大
略
者
予
作
与
之
、

建（宮
槐
記
、徳
大
寺
公
継
）

保
御
記
云
、
予
作
与
之
、
云
父
云
師
、
相
副
之
時
晴
所
作

猶
如
此
、
是
先
例
也
云
々
、
前
相
国
〈
公（洞
院
）賢、
去
々
夜
上
表
也
、〉・

按（柳
原
資
明
）

察
・
左
大
弁
《
菅
原
》
三
位
〈
在
成
、〉・
治
部
卿
《
藤
》
有
範

朝
臣
・
文
章
博
士
行（藤
原
）光
等
ニ
令
見
合
、
と
か
く
往
反
者
可
遅
々
之

間
、
以
親（藤
原
）尹令
相
談
、
且
親
尹
作
文
事
、
聊
得
其
意
之
間
、
面
々

所
存
定
一
決
テ
可
来
之
旨
仰
了
、
抑
建
保
四
年
正
月
十
九
日
、
内

裏
御
会
始
■
太（徳
大
寺
実
基
）

政
入
道
殿
〈
于
時
少
将
、〉
御
参
之
時
、
帥
資（日
野
）実

卿
加
慇
懃
之
扶
持
、
今
度
又
按
察
卿
有
芳
志
等
、
仍
彼
記
書
写
之

令
見
之
、
凡
入
興
云
々
、
詩
面
々
称
美
、
更
無
可
直
事
、
但
有
意

見
等
云
々
、
前
相
国
ヘ
ハ
以
状
相
談
之
、
是
又
神
妙
也
云
々
、
少
々

直
賜
之
、

』

[

廿
一
日
、]

御
会
参
事
条
々
猶
相
談
按
察
卿
、建
保
記
頗
拭
感
涙
、

可
備
叡
覧
云
々
、

[

廿
二
日
、]

天
□
入
夜
微
雨
、
但
□〔片
カ
〕時

如
灑
、
今
夜
内
裏
御
作

文
始
也
、
褻
御
会
也
、
少
将
実
時
〈
歳
十
三
、〉
蒙
催
、
面
目
之

至
也
、
文
治
以
来
之
佳
例
等
可
注
奥
、（
頭
書
）「
文
治
・
建
保
・
文

永
三
ヶ
度
、
御
初
参
時
雨
降
、
吉
例
之
由
見
文
永
御
記
、
尤
叶
佳

例
、」（
後
略
）

〔
参
考
〕『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
三
、
五
〇
三
〜
一
七
頁
。

【
九
・
十
月
】　
後
愚
昧
記

重
要
文
化
財

永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
六
月
七
日
条
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内
大
臣
と
な
っ
た
貴
族
・
三
条
公
忠
（
一
三
二
四
〜
八
三
）
の
日

記
。
自
筆
本
の
大
部
分
を
本
所
が
所
蔵
す
る
。

　
図
版
右
は
、
若
き
日
の
世
阿
弥
に
関
す
る
著
名
な
記
事
で
、
将
軍

足
利
義
満
の
祇
園
御
霊
会
見
物
に
関
す
る
も
の
。
こ
の
日
は
神
輿
渡

御
の
式
日
だ
が
、
訴
訟
に
よ
り
神
輿
は
造
替
さ
れ
て
お
ら
ず
、
神
輿

に
併
せ
て
渡
さ
れ
る
鉾
も
出
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。し
か
し
義
満
は
、

見
物
の
た
め
に
鉾
だ
け
を
渡
さ
せ
て
、
桟
敷
に
は
寵
愛
す
る
大
和
猿

楽
の
稚
児
を
同
座
さ
せ
た
。
大
名
た
ち
が
競
っ
て
義
満
に
追
従
す
る

さ
ま
を
、
公
忠
は
苦
々
し
く
記
し
て
い
る
。

　
図
版
左
は
同
じ
箇
所
の
紙
背
で
、
前
年
の
仮
名
暦
を
反
故
に
し
て

翻
し
、
日
記
の
料
紙
と
し
て
い
る
。
本
日
記
は
『
大
日
本
古
記
録
』

と
し
て
翻
刻
を
完
了
し
て
い
る
が
、
原
本
の
保
存
状
態
は
良
好
で
な

く
、
修
復
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
所
蔵
史
料
の
代
表
格
で
あ
る
。

七
日
、
雨
下
、
及
晩
聊
晴
、
今
日
祇
園
御
輿
迎
也
、
而
《
山
門
》

神
輿
造
替
未
事
終
之
間
、
彼
社
〈
祇
園
、〉
神
輿
同
不
出
来
、
仍

此
間
年
々
無
御
輿
迎
、
今
年
又
同
前
也
、
然
而
於
鉾
者
結
構
之
、

大（足
利
義
満
）

樹
構
桟
』
敷
〈
四
条
東
洞
院
、〉
見
物
之
、
件
桟
敷
賀
州
守

護
富（昌
家
）樫介

経
営
、
依
大
樹
命
也
云
々
、
大（藤
若
、世
阿
弥
元
清
）

和
猿
楽
児
童
〈
称
観
世

之
猿（観
阿
弥
清
次
）

楽
法
師
子
也
、〉
被
召
加
大
樹
桟
敷
見
物
之
、
件
児
童
自
去

比
大
樹
寵
愛
之
、
同
席
伝
器
、
如
此
散
楽
者
乞
食
所
行
也
、
而
賞

翫
近
仕
之
条
、
世
以
傾
奇
之
、
連
々
賜
財
産
与
物
於
此
児
之
人
、

全
叶
大
樹
所
存
、
仍
大
名
等
競
而
賞
賜
之
、
費
及
巨
万
云
々
、
比

興
事
也
、
依
為
次
記
之
、

〔
参
考
〕『
大
日
本
古
記
録

後
愚
昧
記
』
二
巻
二
六
七
頁
。

【
十
一
・
十
二
月
】　
後
崇
光
院
御
筆
蹟
御
日
記

応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）
八
月
十
日
条
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伏
見
宮
貞
成
親
王
（
一
三
七
二
〜
一
四
五
六
、
後
崇
光
院
）
の
自

筆
の
夢
記
。
貞
成
親
王
の
日
次
記
『
看
聞
日
記
』
同
日
条
に
も
重
な

る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
文
章
は
同
一
で
な
く
、
覚
書
と
し
て

記
さ
れ
た
一
紙
。
宮
内
庁
に
保
管
さ
れ
る
『
看
聞
日
記
』
自
筆
本
の

応
永
三
十
二
年
巻
は
、
翌
年
の
仮
名
暦
に
書
状
類
を
継
い
で
翻
し
て

料
紙
と
す
る
後
年
の
清
書
本
で
、
日
記
の
原
素
材
な
い
し
草
稿
本
か

ら
文
章
が
修
訂
さ
れ
て
い
る
。
本
史
料
は
、
そ
う
し
た
原
素
材
（
夢

想
を
記
す
別
記
）
と
関
わ
る
可
能
性
が
あ
り
、
後
年
の
覚
書
と
も
、

末
尾
の
一
行
ほ
か
は
本
人
に
よ
る
後
年
の
整
理
と
も
み
ら
れ
る
。

　
文
中
の
「
若
宮
」
は
貞
成
息
男
の
彦
仁
王
で
、
正
長
元
年

（
一
四
二
八
）
七
月
に
称
光
天
皇
の
後
を
嗣
い
で
後
花
園
天
皇
と
な

る
。
貞
成
の
父
栄
仁
親
王
は
崇
光
天
皇
の
皇
子
だ
が
、
皇
位
は
崇
光

弟
の
後
光
厳
天
皇
の
子
孫
へ
と
移
っ
て
お
り
、
皇
統
に
復
す
る
こ
と

は
伏
見
宮
家
の
念
願
で
、
そ
の
期
待
が
神
仏
か
ら
の
夢
告
と
し
て
表

れ
た
。
夢
で
和
歌
を
詠
進
し
て
き
た
と
い
う
東
坊
城
秀
長
は
、
菅
原

道
真
の
子
孫
に
あ
た
り
、
北
野
天
神
の
お
告
げ
と
解
さ
れ
て
い
る
。

《
応
永
卅
二
》
八
月
十
日
、
今
暁
夢
想
ニ
故
菅
宰
相
秀（東
坊
城
）

長
卿
和
歌

両
三
首
詠
進
之
、
其
一
首
ニ
曰
、

　
　
　
ひ
ら
く
へ
き
時
は
き
ぬ
そ
と
き
ゝ
な
か
ら

　
　
　
ま
た
こ
の
花
は
つ
ね
の
こ
の
春

自
余
哥
ハ
不
覚
悟
、
夢
中
ニ
思
案
此
哥
の
心
ハ
、
近
日
天
下
令
謳

歌
若
宮
御
事
也
と
思
て
、
欲
返
哥
之
処
、
更
不
案
得
、《
今
出
川
》

故（公
直
）左
府
傍
ニ
被
座
之
間
、
此
返
哥
不
案
出
之
由
令
申
、
返
事
云
、

後
日
と
不
可
被
仰
、
只
今
可
有
御
返
哥
之
由
被
申
と
思
ひ
て
夢
覚

了
、
其
後
又
夢
ニ
或
僧
前
ニ
来
申
云
、
御
一
流
之
御
運
再
興
御
治

定
之
由
申
と
思
て
夢
覚
了
、

　
　
両
度
夢
不
偽
申
、
可
有
諸
神
照
覧
者
哉
、
霊
夢
之
間
聊
記
之
、

正
長
元
年
若
宮
被
開
聖
運
、
此
夢
想

聖
廟
被
示
歟
、
不
思
議
也
、

〔
参
考
〕
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
叢
刊

看
聞
日
記
』
三

（
二
〇
〇
六
年
）
一
四
八
頁
。

【
裏
表
紙
】　
車
絵
図
（
物
見
下
内
側
の
四
季
絵
の
下
絵
）

『
徳
大
寺
公
清
公
記
』
貞
和
六
（
観
応
元
）
年
正
月
十
六
日
条
貼
継

S0073-3

【
七
・
八
月
】
の
解
説
参
照
。
本
図
は
牛
車
の
内
装
の
下
絵
で
、
外

装
（
徳
大
寺
家
の
文
様
を
施
す
）
の
下
絵
と
と
も
に
、
工
房
か
ら
注

文
主
へ
送
ら
れ
、
記
録
と
し
て
日
記
に
貼
り
継
が
れ
た
。
貞
和
四
年

十
二
月
に
左
少
将
に
任
じ
ら
れ
た
実
時
が
、
こ
の
日
の
踏
歌
節
会
に

あ
わ
せ
て
諸
所
へ
拝
賀
に
向
か
う
に
あ
た
り
、
牛
車
が
用
意
さ
れ

た
。
こ
の
四
季
絵
の
画
題
は
、
文
治
六
年
（
一
一
九
〇
）
藤
原
任
子
入

内
の
月
次
屏
風
に
揃
っ
て
み
え
、
記
録
か
ら
は
多
数
制
作
さ
れ
た
こ

と
の
窺
え
る
や
ま
と
絵
障
子
・
屏
風
の
様
子
を
伝
え
る
資
料
で
あ
る
。

〔
参
考
〕『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
二
、
二
三
八
〜
六
一
頁
。
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